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概要
総務省「プラットフォームサービ

スに関する研究会」では、SNS上の
違法有害情報対策について検討を重
ねてきた。このうち誹謗中傷対策に
ついては、商事法務研究会での取り
まとめを受けて、法務省による人権
救済との効果的な連動が期待される
ところである。偽情報・誤情報対策
についても、Disinformation対策
フォーラムを受けた取組も進められ
ている。漫画海賊版対策での経験も
意識しつつ、ISP、検索事業者、
CDN等のインターネットに関わる
様々なステークホルダーの役割や責
任、さらにはメディアの役割等につ
いても、改めて考えてみたい。

1 はじめに
2 従来の総務省及び関連団体の
取組・検討
3 青少年の保護から
全世代リテラシーの向上へ

4 偽情報・誤情報対策
5 誹謗中傷対策
6 課題と展望

1



1 はじめに

2https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai.html



1 はじめに

3https://www.soumu.go.jp/main_content/000823132.pdf



2 従来の総務省及び関連団体の取組・検討
最判平成22・4・13民集64巻3号758頁
「発信者情報が，発信者のプライバシー，表現の自由，通信の秘密にか
かわる情報であり，正当な理由がない限り第三者に開示されるべきもの
ではなく，また，これがいったん開示されると開示前の状態への回復は
不可能となることから，発信者情報の開示請求につき，侵害情報の流通
による開示請求者の権利侵害が明白であることなどの厳格な要件を定め
た上で（４条１項），開示請求を受けた開示関係役務提供者に対し，上
記のような発信者の利益の保護のために，発信者からの意見聴取を義務
付け（同条２項），開示関係役務提供者において，発信者の意見も踏ま
えてその利益が不当に侵害されることがないように十分に意を用い，当
該開示請求が同条１項各号の要件を満たすか否かを判断させることとし
たものである。そして，開示関係役務提供者がこうした法の定めに従い，
発信者情報の開示につき慎重な判断をした結果開示請求に応じなかった
ため，当該開示請求者に損害が生じた場合に，不法行為に関する一般原
則に従って開示関係役務提供者に損害賠償責任を負わせるのは適切では
ないと考えられることから，同条４項は，その損害賠償責任を制限した
のである。」
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2 従来の総務省及び関連団体の取組・検討
「本ガイドラインは、特定電気通信（法２条１号の「特定電気通信」を
いう。以下同じ。）による情報の流通によって権利を侵害された者（以
下「被害者」という。）が、当該情報の発信者の特定に資する情報（以
下「発信者情報」という。）の開示を請求する権利を規定した法５条の
趣旨を踏まえ、情報発信者、被害者及びプロバイダ等のそれぞれが置か
れた立場等を考慮しつつ、発信者情報開示請求の手続や判断基準等を、
可能な範囲で明確化するものである。これにより、法５条に基づく発信
者情報開示手続におけるプロバイダ等による開示・不開示の判断が迅速
かつ円滑に行われることを促し、もってインターネットの円滑かつ健全
な利用を促進することを目的とするものである。」
「そこで、本ガイドラインでは、発信者情報の開示が認められた裁判例
等を参考として、法５条の要件を確実に満たすと考えられる場合につい
て、可能な範囲で明確化を図るものである。なお、本ガイドラインは、
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会（以下「本協議会」と
いう。）の参加者によって作成されたものであるが、インターネット上
の情報流通による権利侵害については、本協議会の参加者相互間のみで
問題となるものではないため、本ガイドラインが本協議会の参加者以外
の者によっても活用されることが望まれる。」

https://www.telesa.or.jp/wp-content/uploads/provider_hguideline_20220831.pdf 5



2 従来の総務省及び関連団体の取組・検討

• 青少年のインターネット利用環境整備
• 青少年ネット利用環境整備法（2009年）とフィルタリング利用促進
• 青少年ネット環境整備基本計画（第1次～5次）
• 総務省「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討
会」→ＥＭＡ、安心ネットづくり促進協議会設立（2008年）

• 利用環境の変化：ＣＧＭ、スマートフォン、ＳＮＳ
• 法改正（2017年）、ＥＭＡ解散（2018年）、ＳＭＡＪ設立（2020
年）
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2 従来の総務省及び関連団体の取組・検討

• 通信の秘密、表現の自由
• 自主規制と官民連携が軸
• 「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研
究会」「ICTサービス安心・安全研究会」及びその下部組織が
議論の場

• 狭義の電気通信分野の、それも消費者保護の文脈での政策
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3 青少年の保護から全世代リテラシーの向上へ

• ICTサービス安心安全研究会「青少年の安心・安全なインター
ネット利用環境整備に関するタスクフォース」

• 「青少年のフィルタリング利用促進のための課題及び対策」（2019年
8月）
１．契約時のフィルタリング申込み・有効化措置等の促進
２．フィルタリングを始めとするペアレンタルコントロールの必要性に係る認識の
醸成
３．フィルタリングサービスの使いやすさの向上

• 「青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関する新たな
課題及び対策」（2021年7月）
１．契約時のフィルタリング申込・有効化措置等の一層の促進
２．フィルタリングの継続的な利用を促す取組の推進
３．青少年のインターネット利用を取り巻く環境の変化に伴う新たな課題への対応
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3 青少年の保護から全世代リテラシーの向上へ

9https://www.soumu.go.jp/main_content/000761210.pdf



3 青少年の保護から全世代リテラシーの向上へ

10https://www.soumu.go.jp/main_content/000821220.pdf

第18回タスクフォー
ス（2022年6月）
事務局資料
• 「デジタル・シ
ティズンシップ」
（自分たちの意思
で自律的にデジタ
ル社会と関わって
いく考え方）を強
調



4 偽情報・誤情報対策
• 総務省「プラットフォームサービスに関する研究会」

• 中間報告書（2019年4月)
「フェイクニュースや偽情報への対応については、民間部門における自主的な取組を基本として、
正しい情報が伝えられ、適切かつ信頼し得るインターネット利用環境となるよう、ユーザリテラ
シー向上及びその支援方策、また、ファクトチェックの仕組みやプラットフォーム事業者とファ
クトチェック機関との連携などの自浄メカニズム等について検討をすることが適当である。
その際、憲法における表現の自由に配慮し、EU におけるデジタルジャーナリズムの強化を含

む様々な対策をはじめとする諸外国の動きを念頭に置くとともに、今後とも通信と放送の融合・
連携の更なる進展が予想されるところ、上記の放送分野における取組も参考にしつつ、プラット
フォームサービスを通じて流布されるフェイクニュース等に対して求められるプラットフォーム
事業者の役割の在り方にも留意して、本研究会において更に検討を深めることが適当である。」
• 最終報告書（2020年2月)
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4 偽情報・誤情報対策

12https://www.soumu.go.jp/main_content/000668588.pdf



4 偽情報・誤情報対策

13https://www.soumu.go.jp/main_content/000668588.pdf



4 偽情報・誤情報対策

14https://www.soumu.go.jp/main_content/000769270.pdf



4 偽情報・誤情報対策
• モニタリング（2021年3月～5月）と中間とりまとめ（2021年9月)

15https://www.soumu.go.jp/main_content/000769270.pdf



4 偽情報・誤情報対策
• モニタリング（2022年3月）と第二次とりまとめ（9月)

16https://www.soumu.go.jp/main_content/000823132.pdf



4 偽情報・誤情報対策

17https://www.soumu.go.jp/main_content/000823132.pdf



4 偽情報・誤情報対策
• 第二次取りまとめ

「偽情報は、その外延や個別の情報が偽情報であるか、また、その流通による我が国における影響について、モニタリングからも十分明ら
かではなく、我が国における実態が未だ明らかではない。そのため、プラットフォーム事業者は、引き続き、実態を把握しその結果を公表
することが求められるとともに、プラットフォーム事業者に限らないメディアも含めた産学官民の社会全体で検討する環境が整備されるこ
とが必要である。
一方、既にプラットフォーム事業者では、偽情報等の不適切な情報への措置を講じる必要性が認識されており、あらかじめ対応方針や基

準となるポリシーを自主的に設定し、投稿の削除やアカウントの停止等の措置を行っている。こうした措置については、措置の対象とされ
るべき情報に対して措置が確実に行われることが望ましい一方で、行き過ぎた措置や恣意的な運用によってユーザの表現の自由を損なうこ
とがないよう、過不足なく実施される必要がある。そのため、プラットフォーム事業者は、偽情報についても、我が国において生じている
自らのサービス上の偽情報の問題について適切に実態把握とリスク評価を行った上で、そのリスクに応じて偽情報への対応を行うとともに、
その透明性の確保を進めていくことが求められる。
しかしながら、プラットフォーム事業者による我が国における偽情報への対応及び透明性・アカウンタビリティ確保の取組の進捗は限定

的であり、偽情報に対して適切なリスク評価や低減措置が行われているか十分に明らかではなかった。
以上を踏まえ、プラットフォーム事業者において、違法・有害情報となり得る偽情報への対応については、本章１の違法・有害情報対策

の方針も踏まえて、透明性・アカウンタビリティが確保されることが必要である。総務省は、違法・有害情報となる偽情報に関するプラッ
トフォーム事業者の取組状況について、前述の違法・有害情報対策に関する記載内容を踏まえて、偽情報への対応に関する透明性・アカウ
ンタビリティの確保に向けて、行動規範の策定及び遵守の求めや法的枠組みの導入等の行政からの一定の関与を具体的に検討することが必
要である。
なお、行政は、引き続きプラットフォーム事業者等による自主的な削除等の対応を促進することとし、プラットフォーム事業者等に対し

て削除義務を課すことや、個別のコンテンツを削除しなかったことに対して罰則等を設ける法的規制を導入することは、誹謗中傷の場合と
比べても、極めて慎重な検討を要する。
また、総務省は、これらの取組に関するモニタリングと検証評価を継続的に行っていくことが必要である。この際、プラットフォーム事

業者に対して具体的にどのような対応や情報公開を求めることにより、偽情報への適切な対応が図られているかどうかを評価することが可
能かについて、引き続き検討が必要である。」

18https://www.soumu.go.jp/main_content/000831345.pdf



4 偽情報・誤情報対策

19https://www.soumu.go.jp/main_content/000823132.pdf



5 誹謗中傷対策
• リアリティー番組出演者に対するＳＮＳ上の誹謗中傷（2020年

5月）
• プラットフォームサービス研究会「インターネット上の誹謗中
傷への対応の在り方に関する緊急提言」（2020年8月）

• 「インターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケー
ジ」（2020年9月）

• 発信者情報開示の在り方に関する研究会最終取りまとめ（2020
年12月）

• プロバイダ責任制限法改正（2021年4月）
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5 誹謗中傷対策

21https://www.soumu.go.jp/main_content/000823132.pdf



5 誹謗中傷対策

22https://www.soumu.go.jp/main_content/000823132.pdf



5 誹謗中傷対策
• 法務省と総務省の連携

• #NoHeartNoSNS
• 法務省人権擁護機関による削除要請と削除対応率（サイト別・類型
別）の公表（2022年3月）

• プラットフォームサービス研究会
• モニタリング（2021年2月）と中間取りまとめ（9月）
• モニタリング（2022年2～3月）と第二次取りまとめ（8月）
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5 誹謗中傷対策

24https://www.soumu.go.jp/main_content/000797735.pdf

類型 要請
件数

削除
対応率

私事性的画像記録 177 80.79％

プライバシー侵害 541 72.27％

名誉毀損 237 67.51％

その他 32 68.75％

識別情報の開示（同和） 186 54.84％

全体 1173 69.74％



5 誹謗中傷対策

25https://www.soumu.go.jp/main_content/000823132.pdf



5 誹謗中傷対策

26https://www.soumu.go.jp/main_content/000823132.pdf



5 誹謗中傷対策

27https://www.soumu.go.jp/main_content/000823132.pdf



5 誹謗中傷対策
• プラットフォームサービス研究会第二次取りまとめ（8月）

28https://www.soumu.go.jp/main_content/000769270.pdf



5 誹謗中傷対策
• プラットフォーム事業者の情報流通
適正化についての責任と自律的な創
意工夫への期待

• 過不足ない対応のための「言論空間
のガバナンスに対するガバナンス」

• コンテンツモデレーションについて、
透明性・アカウンタビリティの確保
方策に関する行動規範の策定及び遵
守の求めや法的枠組みの導入等の行
政からの一定の関与について、速や
かな具体化が必要

• 投稿の削除義務づけは過剰削除の懸
念や表現の自由の萎縮を防ぐ観点か
ら、引き続き、極めて慎重な検討が
必要

29https://www.soumu.go.jp/main_content/000769270.pdf



5 誹謗中傷対策
• セーファーインターネット協会

• 誹謗中傷ホットライン（2020年6月）
https://www.saferinternet.or.jp/bullying/

• 権利侵害明白性ガイドライン（2021年4月）
https://www.saferinternet.or.jp/gl-consul-desk/
発信者情報開示関係ガイドラインとの関連
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5 誹謗中傷対策
• 商事法務研究会「インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問
題に関する有識者検討会取りまとめ」（2022年5月）
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/nethibouchusyo

1 インターネット上の投稿等の削除の判断基準
2 ＳＮＳ等における「なりすまし」
3 インターネット上の表現行為の特徴に関する法的諸問題
4 個別には違法性を肯定し難い大量の投稿
5 削除の範囲
6 集団に対するヘイトスピーチ
7 同和地区に関する識別情報の摘示
8 その他の論点

31
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6 課題と展望
• プラットフォーム事業者との関係

• EU、アメリカでの議論
• 共同規制
• 透明性確保

• プラットフォーム事業者以外との関係
• 海賊版対策の教訓…権利者、検索事業者、CDN事業者、レジストラ、
クラウド事業者等
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6 課題と展望
• 情報通信政策としての整合性

• 放送政策との連動
• デジタル社会の政策全体との連動

• デジタル庁、法務省、教育、「誰一人取り残さない」
• 普及啓発施策、データの収集と分析（ＥＢＰＭ、オープンサイエン
ス）

• 国が直接的に規制すべき事柄、企業・団体の自主規制等の切り
分けと総合的な調整

• 複数の政策と規制の衝突、規制主体の多元性の問題
• ガバナンス・イノベーションの議論を参考に
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